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第
一
号
議
案

大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
二
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長
職
務
代
理
者

教
育
委
員

岩

崎

哲

朗

大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
の
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
（
以
下
「
庄
内
屋
内
競
技
場
」
と
い
う
。
）
の
項
を

削
る
。

第
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
申
請
書

（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
、
「
第
五

号
様
式
」
を
「
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
「
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場

利
用
許
可
書
（
第
六
号
様
式
）
を
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
、
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に

改
め
、
「
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
（
第

九
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
七
号
様
式
」
に
、
「
第
十
一
号

様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
改
め
、
「
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利

用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
十
二
号
様
式
）
を
」
を
削
る
。

第
八
条
中
「
第
十
三
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
、
「
第
十
四
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改

め
、
「
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利
用
中
止
届
（
第
十
五
号
様
式
）
に

よ
り
」
を
削
る
。

第
三
号
様
式
を
削
り
、
第
四
号
様
式
を
第
三
号
様
式
と
し
、
第
五
号
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

［第１号議案］
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第
六
号
様
式
を
削
り
、
第
七
号
様
式
を
第
五
号
様
式
と
し
、
第
八
号
様
式
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

第
九
号
様
式
を
削
り
、
第
十
号
様
式
を
第
七
号
様
式
と
し
、
第
十
一
号
様
式
を
第
八
号
様
式
と
す
る
。

第
十
二
号
様
式
を
削
り
、
第
十
三
号
様
式
を
第
九
号
様
式
と
し
、
第
十
四
号
様
式
を
第
十
号
様
式
と
す

る
。第

十
五
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
の
管
理
に
係
る
事
務
を
由
布
市
に
委
託
す
る
こ
と
に
伴
い
、
規
定
を
整

備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
提
案
す
る
。

［第１号議案］
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○

大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
案

現

行

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
利
用
時
間
）

（
利
用
時
間
）

第
二
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
時
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
時
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

ス
ポ
ー
ツ
施
設

利
用
時
間

ス
ポ
ー
ツ
施
設

利
用
時
間

大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
（
以
下
「
武
道
ス
ポ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

ン
タ
ー
（
以
下
「
武
道
ス
ポ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

」

と

い

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

」

と

い

う
。
）

う
。
）

大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場

大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場

（

以

下

「

フ

ェ

ン

シ

ン

グ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

（

以

下

「

フ

ェ

ン

シ

ン

グ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

場
」
と
い
う
。
）

場
」
と
い
う
。
）

大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場

（
削
る
）

（
削
る
）

（

以

下

「

庄

内

屋

内

競

技

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

場
」
と
い
う
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
休
業
日
）

（
休
業
日
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

庄
内
屋
内
競
技
場
の
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

十
二
月
二
十
八
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
翌
年
の
一
月
一

日
か
ら
一
月
三
日
ま
で

二

月
曜
日
（
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
、
そ
の
日

に
最
も
近
い
休
日
で
な
い
日
）

［第１号議案］
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３

指
定
管
理
者
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規

４

指
定
管
理
者
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
三
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
休
業
し
、
又
は
前
二
項
に
規
定
す
る
休
業
日

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
休
業
し
、
又
は
前
三
項
に
規
定
す
る
休
業
日

に
開
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
教

に
開
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
教

育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
許
可
の
申
請
等
）

（
利
用
許
可
の
申
請
等
）

第
四
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
よ
う

第
四
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
よ
う

と
す
る
も
の
は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道

と
す
る
も
の
は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利
用
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
、
フ
ェ

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利
用
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
、
フ
ェ

ン
シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
申
請
書

ン
シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
申
請
書

（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り

（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄

、
指
定
管
理

内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
、
指
定
管
理

者
に
利
用
の
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
利
用
の
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
管
理
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
を
許
可
す
る
と
き
は
、
武
道

２

指
定
管
理
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
を
許
可
す
る
と
き
は
、
武
道

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利

用
許
可
書
（
第
三
号
様
式
）
を
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県

用
許
可
書
（
第
四
号
様
式
）
を
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県

立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
書
（
第
四
号
様
式
）
を

立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
書
（
第
五
号
様
式
）
を
、
庄
内
屋
内
競
技

場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
書
（
第
六
号
様

申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

式
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
許
可
の
変
更
の
承
認
の
申
請
等
）

（
利
用
許
可
の
変
更
の
承
認
の
申
請
等
）

第
七
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
利
用

第
七
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
利
用

者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
り
、
フ
ェ
ン

ン
タ
ー
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
、
フ
ェ
ン

シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
変
更
承
認

シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
変
更
承
認

申
請
書
（
第
六
号
様
式
）
に
よ
り

申
請
書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分

県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
に

、
指
定
管
理
者
に
変
更
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
、
指
定
管
理
者
に
変
更
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
適
当
と
認
め
る
と
き

２

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
適
当
と
認
め
る
と
き

［第１号議案］
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は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
七
号
様
式
）
を
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場

ン
タ
ー
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
十
号
様
式
）
を
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場

に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
八

に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
十

号
様
式

）
を

一
号
様
式
）
を
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競

利
用
者
に
交
付
す
る

技
場
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
十
二
号
様
式
）
を
利
用
者
に
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
利
用
の
中
止
届
）

（
利
用
の
中
止
届
）

第
八
条

利
用
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き

第
八
条

利
用
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
利
用
中
止
届
（
第
九
号
様
式

）
に
よ
り
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に

ン
タ
ー
利
用
中
止
届
（
第
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に

あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
中
止
届
（
第
十
号
様
式

）

あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
中
止
届
（
第
十
四
号
様
式
）

に
よ
り

に
よ
り
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利

、
直
ち
に
、
指
定
管
理
者
に
そ
の

用
中
止
届
（
第
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
、
直
ち
に
、
指
定
管
理
者
に
そ
の

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
～
第
十
二
条

（
略
）

第
九
条
～
第
十
二
条

（
略
）

第
一
号
様
式
・
第
二
号
様
式

（
略
）

第
一
号
様
式
・
第
二
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］
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（
削
る
）

第
三
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）

第
三
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）

第
四
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）

［第１号議案］
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第
四
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）

第
五
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）

（
削
る
）

第
六
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）

［第１号議案］
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第
五
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

第
七
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

第
六
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

第
八
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

［第１号議案］
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（
削
る
）

第
九
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

第
七
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

第
十
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

［第１号議案］
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第
八
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

第
十
一
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

（
削
る
）

第
十
二
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

［第１号議案］
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第
九
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

第
十
三
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

第
十
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

第
十
四
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

［第１号議案］
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（
削
る
）

第
十
五
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

［第１号議案］
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大分県立スポーツ施設利用規則の一部改正について 

 

 

１ 改正理由 

大分県立庄内屋内競技場（以下「屋内競技場」という。）の管理に係る事務を由布市に

委託することに伴い、規定を整備する必要があるため。 

※ 管理方法の変更について、下記４参照。 

 

２ 改正内容 

屋内競技場に係る規定の削除等〔第２条～第４条、第７条、第８条、第３号様式、第６

号様式、第９号様式、第１２号様式、第１５号様式関係〕 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

 

４ 管理方法の変更について 

令和５年第４回定例会で下記議案①②を可決後・公示（公布）済み。 
 

① 大分県立庄内屋内競技場の管理に係る事務の委託（令6.1.17公示、令6.4.1施行） 

ア 経緯 

・ 平成３年に旧庄内町からの陳情を受け、平成４年８月に県が施設を整備して以降、

由布市が維持管理を担ってきた。 

・ 平成１８年度の指定管理者制度の導入後、現在に至るまで、由布市への任意指定に

より継続して管理運営を行ってきた。しかし、施設の特性上、ライフル射撃競技以外

の利活用が難しいことから、利用者の増に向けた取組に限界が見られる状況にある。 

・ さらに令和４年度、大分県行財政改革推進委員会指定管理者評価部会において、

「これ以上のサービス向上やコスト削減の効果が見込めない状況」、「指定管理者制

度の趣旨を十分に反映できないため、管理方法の見直しを行うべき」との意見も受け

たところである。 

・ このような状況を踏まえ、由布市と実務的な協議を行った結果、この度、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２５２条の１４に規定する

「事務の委託」へ管理方法の変更を行うものである。 

・ なお、法第２５２条の１４第１項及び同条第３項で準用する法第２５２条の２の２

第３項の規定により、事務の委託を行うには、議会の議決を経て行う協議により規約

を定める必要がある。 
 

イ 規約の概要 

 (ｱ)  委託する事務 

     屋内競技場の管理に係る事務 

(ｲ) 経費の負担 

委託事務の管理及び執行に要する経費は、由布市の負担とする。 

［第１号議案］
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大規模な施設及び設備の修繕に係る経費並びに施設と一体となって機能する備品

の修繕若しくは改造又は買換えに係る経費は、県と市が協議して定める。 

(ｳ) 収入の帰属 

委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料その他の収入は、全て由布市の収

入とする。 
 

② 大分県立スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正（令5.12.22公布、令6.

4.1施行） 

ア 改正理由 

  上記①のとおり管理に係る事務を由布市に委託することに伴う規定の整備。 

イ 改正内容 

管理の特例に係る規定の追加等 

 

［第１号議案］
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